
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 鴨志田祐美 弁護士 
（京都弁護士会所属） 

日弁連再審法改正実現本部本部長代行 

大崎事件弁護団事務局長 

 

 

刑事訴訟法における再審の規定はわずか１９条の条文しかなく、再審手続に関する詳細な規定が存在しないた

め、えん罪被害者の救済が遅々として進まない現状があります。人生の大半を獄中で過ごし、再審で無罪となった

方がいます。一方で、一度は再審開始決定が出たものの、その後、決定が取り消された方、そして、無念のままこの

世を去った方も少なからずいます。法の不備により多くの方の人生と命が振り回される状況が、長きにわたり続い

ています。 

そこで、再審請求手続における証拠開示の制度化及び再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止を

含む再審法（刑事訴訟法第四編）の速やかな改正の必要性について、市民の皆様と考えたいと思います。 

事前申込み不要・入場無料 

主催 三重弁護士会 

共催 日本弁護士連合会 

日本弁護士政治連盟三重県支部 

お問い合わせ先 三重弁護士会事務局

059-228-2232 https://mieben.info/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          市民集会「なぜ再審法改正が必要か」～日弁連再審法改正全国キャラバン～ 

          日時 ２０２３年７月２２日（土）13 時～17 時（開場１２時３０分） 

          場所 三重弁護士会館ホール（津市丸之内養正町 1-1） 

上映会 


